
令和５年６月２日

産業廃棄物 排出事業者 各位

一般社団法人 佐賀県産業資源循環協会

会 長 篠 原 隆 博

電子マニフェスト導入実務研修・操作体験セミナーへの参加募集について

当協会の事業運営につきましては、日ごろから格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、産業廃棄物の処理を委託する場合は、適正処理の確認、不法投棄防止の観点から、

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用することが義務づけられています。

マニフェストには紙と電子マニフェストがありますが、国では電子マニフェストの電子化

率を 2022年度までに 70％に拡大する目標を掲げていました。2021年度末には 72％を達成

し、2022年度末では 77.1％になっています。佐賀県も電子マニフェストの普及拡大を図っ

ておりまが、2021年度末の電子化率は 52.69％にとどまっています。

電子マニフェストの導入は、処理状況を即時に把握・確認でき、マニフェストの保存や産

業廃棄物管理票交付等状況報告書の行政機関への報告が不要となり、帳簿の作成が簡単など

事務の効率化に資するだけでなく、法令遵守、データの透明性等のメリットがあります。

当協会では、県の支援を受け、電子マニフェストの一層の普及促進を図るため、裏面に記

載のとおり、「電子マニフェストの概要を解説する導入研修」及び「一人 1台のパソコンに

よる操作研修」を実施しますので、多数参加されるよう御案内申し上げます。

既に電子マニフェストに加入されている事業所におかれましても、職員の研修の一環とし

て御活用ください。

なお、参加申込は、別紙の参加申込書に記入の上、９月２２日（金）までに協会事務局へ

FAX（０９５２－３７－７５２２）でお願いします。

問合先：（一社）佐賀県産業資源循環協会 事務局 電話 0952-37-7521



◎電子マニフェスト導入実務研修 （実施済）

電子マニフェストの仕組み、特徴とそのメリット、運用の形態と活用等について解説

を行います。

１ 日時 令和５年８月２４日（木曜日） １４：００～１６：３０

２ 場所 グランデはがくれ

佐賀市天神二丁目 1番 36号（電話 ０９５２－２５－２２１２）

３ 内容

１４：００～ 「県内の取組状況等について」

佐賀県県民環境部 循環型社会推進課

１４：４０～ 「電子マニフェストの仕組みと運用について」

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

４ 参加人員 ５０人

５ 参加料 無料

◎電子マニフェスト操作体験セミナー

一人 1台パソコンを使用して、電子マニフェストの設定、登録等の基本操作について

の操作体験セミナーを行います。（午前午後合わせて、計 ８ ６回実施します。）

１ 日時

●令和５年 １０月 ４日（水曜日）

①午前の部 １０：００～１２：００ ②午後の部 １４：００～１６：００

●令和５年 １０月１２日（木曜日）

③午前の部 １０：００～１２：００ ④午後の部 １４：００～１６：００

●令和５年 １０月１８日（水曜日）

➄午前の部 １０：００～１２：００ ⑥午後の部 １４：００～１６：００

●令和５年 １０月２５日（水曜日）

⑦午前の部 １０：００～１２：００ ⑧午後の部 １４：００～１６：００

２ 場所 アバンセ（第５研修室）

佐賀市天神三丁目２－１１（電話 ０９５２―２６―００１１）

３ 内容 基本設定、マニフェストの登録、データの活用等

４ 参加定員 各８人

５ 参加料 無料


